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令和６年度職員団体との交渉結果 

（給与確定交渉（県職員労働組合）） 

 

１ 交渉団体 

  県職員労働組合 

 

２ 出席者 

［当  局］職員局長、人事課長、職員課長他   （ 7 名） 

［職員団体］県職員労働組合副委員長、書記長他  （23 名） 

 

３ 交渉日時及び場所 

  令和６年 11 月 8 日（金）10:00～12:00  職員会館１階ホール 

 

４ 内容 

  令和６年度給与改定について、当局から検討状況を説明した後、協議を行った。 

 

５ 交渉概要 

(1) 当局説明 

  ① 給与改定を取り巻く情勢 

  ② 人事委員会勧告の内容 

  ③ 国・他府県の状況 

    ④ 本県の財政状況 

    ⑤ 現時点での検討状況 

・ 勧告がなされた諸般の改定については、勧告を尊重とすることを基本に、国

や他府県の改定状況、本県の財政状況等を勘案して検討 

・ その上で、地域手当については、地域の一体性を考慮し、国の財源措置の範

囲内で、国と異なる級地区分により設定してきた本県の実情を踏まえて検討 

  

 (2) 協議 

項目 職員団体主張 当局回答 

基本姿勢 

・今年の給与改定にあたっての当局

の基本姿勢を伺う。 

・人事委員会勧告の趣旨を尊重するこ

とが基本姿勢であり、これまでと変

わりはない。また、労使協議を進める

上で、労使の合意が重要であると考

えており、今後、労使合意が得られる

よう最大限努力したい。 
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項目 職員団体主張 当局回答 

労働条件 

・今年度の勧告内容は中高齢層にと

って引き上げ額は十分ではなく、

物価上昇の影響を受けている組合

員の厳しい生活実態を踏まえれば

納得できるものではない。勧告内

容にとどまることなく、全世代の

生活改善につながる、労働条件の

改善に向けた検討を求める。 

・給与改定にあたっては、まずは人事委

員会勧告・報告の内容が基本である

と考えており、その上で、皆さん方か

らの意見、国や他府県の状況、本県の

財政状況等を総合的に勘案して、成

案を取りまとめるべく鋭意検討を進

めていきたい。 

扶養手当 

・配偶者手当が支給されているのは、

月例給の引き上げが不十分な中高

齢層で、文書問題による混乱の中で

現場を支えた世代である。モチベー

ションにも大きな影響を及ぼす問

題であり、配偶者手当の廃止は認め

られない。人事委員会とも「国通り

でなくても良い」と確認している。 

 

・国の配偶者に係る扶養手当の廃止に

ついては、官民ともに配偶者に係る

手当が減少傾向にあることや、 子に

要する経費の実情、国全体として少

子化対策が推進されていること等、

社会と公務の変化を踏まえたもので

あると認識している。また、職員の給

与については、人事委員会勧告の内

容を基本としつつ、均衡の原則の観

点から、国や他府県の状況を踏まえ

決定する必要があることから、国の

措置内容を踏まえた検討が必要であ

ると考えている。 

・官民ともに配偶者手当が減少して

いるとはいえ、民間の支給実態は

全国・県内ともに５割を超えてお

り、配偶者手当廃止は国の政策誘

導と言わざるを得ない。健康上の

問題や介護・育児などで配偶者が

働くことができないという事情を

抱える職員もいるなかで、配偶者

手当廃止は乱暴ではないのか。 

・人事委員会事務局長との協議にお

いて、国と異なる措置とすること

も含め、労使協議に委ねられたも

のと認識している。我々の意見を

十分に踏まえた検討をお願いした

い。 

・国における配偶者に係る扶養手当の

廃止は、配偶者控除・配偶者特別控除

の見直しや、被用者保険の適用拡大

といった、配偶者の働き方に中立と

なるような制度の見直しを政府全体

として行ってきた状況の中で、官民

ともに配偶者に係る手当が減少傾向

にあることを受けた社会と公務の変

化を踏まえた措置である。また、手当

の見直しにあたっては、受給者への

影響をできるだけ少なくする観点か

ら、２年をかけ段階的に実施するこ

ととしている。我々としては、人事委

員会勧告の内容を基本としつつ、こ

のような国の措置状況を考慮して検

討する必要があると考えている。 
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項目 職員団体主張 当局回答 

地域手当 

・国の勧告では、都道府県単位を基本

とした級地区分が設定された。兵庫

県内は一律４％となり、これまで非

支給地であった自治体が支給地と

なる一方で、神戸・阪神間で引き下

げになる自治体が生じるが、人事委

員会とは県内３区分・５％格差が適

当とする「本県の実情」を確認して

いる。また、総務省の検討会は、「地

域の実態を踏まえ、地方が独自に支

給割合を設定することも考えられ

る」と言及したうえで、地域手当に

係る特別交付税の減額措置も廃止

される見込みである。これらのこと

を踏まえ、現行の支給割合を下回る

ことなく、全県一律支給も含めた地

域手当の改善を求める。 

・地域手当についても、人事委員会勧告

の内容を基本としつつ、均衡の原則の

観点から、国や他府県の状況を踏まえ

決定する必要があることから、国の措

置内容を踏まえた検討が必要である

と考えている。総務省の検討会報告書

においても、「級地区分・支給割合につ

いては、公務としての近似性・類似性

を重視して、国家公務員の級地区分・

支給割合を基本とすることが適当で

ある」と言及されている。また、地域

手当に係る地方財政措置は国の支給

割合を基礎とする分しか手当されて

おらず、本県の厳しい財政状況を踏ま

えると、国の基準にのっとった場合の

支給総額を超えない範囲で支給割合

を検討する必要があると考えている。

その上で、地域手当については、人事

委員会から、「本県の実情を考慮して

適切な措置を講ずること」と勧告され

ていることから、「本県の実情」やこれ

までの経緯を踏まえ検討を進めてい

るところである。   

通勤手当 

・国は、通勤手当の支給限度額を 15

万円まで引き上げ、新幹線等の特

別料金も支給限度額の範囲内で全

額支給することとしている。我々

が長年求めてきた通勤手当の全額

実費支給に向けた取組が前進する

改定となるので、着実な対応を求

める。 

・県は自動車の通勤者が国に比べ多

い。兵庫県独自の改善も含め、通勤

手当の全額実費支給に向けた検討

を求める。 

・我々としては、人事委員会勧告の内容

を基本としつつ、国や他府県の措置

状況を考慮して検討を進めている状

況である。 
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項目 職員団体主張 当局回答 

再任用職員の

処遇改善 

・再任用職員の処遇改善について、勧

告において再任用職員へ地域手当

の異動保障や住居手当、寒冷地手当

等の支給が勧告されたことで、再任

用職員の処遇改善に前進が見られ

た。これらは、国家公務員の異動に

資するための対応であり、再任用職

員の処遇改善としては不十分であ

る。我々としては引き続き、再任用

職員の生活水準とモチベーション

を確保するため、扶養手当等の生活

関連手当の支給、一時金の支給月数

の引上げ、退職前の級格付けとする

ことを求める。特に、一時金につい

ては、会計年度任用職員に勤勉手当

が支給可能となったことも踏まえ、

改善が必要と考えている。 

・再任用職員への諸手当については、

昨年度、皆さんの強い思いを受け

て、国に対して再任用職員の果たす

べき役割を踏まえた適切な検討が

なされるよう、処遇改善を要望した

ところである。その結果、国におい

て、地域手当の異動保障、住居手当、

寒冷地手当等の支給がなされるこ

ととなり、再任用職員の処遇改善に

繋がったものであると認識してい

る。一方で、職務の級の格付けにつ

いては、国や他府県の状況を踏まえ

決定しているものである。また、扶

養手当については、国において、長

期継続雇用を前提としない勤務形

態であることから、ライフステージ

に応じ支給される生活関連手当等

は支給しないこととして制度設計

されているものである。期末勤勉手

当を含む再任用職員の給与につい

ては、人事委員会勧告の内容を基本

としつつ、均衡の原則の観点から、

国や他府県の状況を踏まえ決定す

る必要がある。その中で、本県独自

で再任用職員に対する勧告を上回

る成案を見出すことは困難な状況

にあるが、引き続き国に対して、処

遇改善を要望していきたい。 

55 歳昇給停止 

・中高齢層の処遇については、月例給

の引き上げが不十分な上、55 歳昇給

停止があるため、定年引き上げによ

り、今後最大 65 歳までの 10 年間、

昇給の機会がなくモチベーション

への影響は大きい。中高齢層のモチ

ベーション維持・向上の観点から、

55 歳昇給停止の廃止を求める。 

 

・55 歳を超える職員の昇給停止につい

ては、世代間の給与配分の適正化の

観点から、本県人事委員会勧告と国

や他府県の動向を踏まえ、平成 27 年

１月１日から実施しているものであ

る。この取扱いは、国においても、定

年引上げ後も継続することとされて

おり、他府県においても同様の措置

がとられているところである。 

【次項へ続く】 
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項目 職員団体主張 当局回答 

55 歳昇給停止 

 中高齢層職員の士気確保について

は、私どもとしても大変重要である

と認識しているが、このような国や

他府県の状況を踏まえると、均衡の

原則の観点から、本県独自の見直し

を行うことは困難な状況にある。 

号給増設 

・行政職４級では 17％が最高号給に

達しており、55 歳に達していなく

ても定期昇給のみならず、査定昇

給の機会も失っていることは士気

に影響する。同じく、中高齢層のモ

チベーション維持・向上の観点か

ら号給継ぎ足しを求める。 

・号給の増設について人事委員会から

勧告がされていない中、国や他府県

の状況、本県の厳しい財政状況も踏

まえると、勧告を上回る成案を見出

すことは困難。 

初任給調整手

当 

・獣医師以外に総合土木職等、人材確

保が困難となっている職種につい

ても、初任給調整手当の創設が必要

と考える。 

・医師・獣医師以外への手当支給につい

て、人事委員会から勧告がされていな

い中、国や他府県の状況、本県の厳し

い財政状況も踏まえると、勧告を上回

る成案を見出すことは困難。 

会計年度任用

職員の公募に

よらない再採

用 

・本年 6 月に人事院が、国の期間業

務職員について、「公募によらない

再採用の上限回数を原則２回まで

とする取扱い」を撤廃した。県の会

計年度任用職員についても、同様

の対応が必要と考える。 

・本年６月の人事院による期間業務職

員制度の見直しは、公募によらない 

再採用の上限回数を２回までとして

いた努力義務を廃止したものである。

人事院の見直しを踏まえ、現在、各府

省がそれぞれの実情を踏まえ、対応を

検討しているものと認識している。努

力義務の廃止後についても、国家公務

員法上、公募によらない再採用は、公

募を行う原則に対しての例外である

ことに変わりはなく、平等取り扱いの

原則から逸脱することのないよう、ま

た、新たに期間業務職員としての採用

を希望する者を排除することに繋が

らないよう、適切な運用を行うことが

求められている。本県の会計年度任用

職員の取扱いを検討するにあたって

は、 

【次項へ続く】 
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項目 職員団体主張 当局回答 

会計年度任用

職員の公募に

よらない再採

用 

 これら国の運用に加え、同じ所属に

職員が長期間在籍することにより生

じる組織の硬直性への対応について

も検討を行う必要がある。引き続き、

国や他府県の状況等も注視しなが

ら、こうした課題への対応を始めと

した検討を続けていく。制度見直し

を行う際は、事前に説明する。 

休暇・休業制

度 

・人事院が国公育休法等の改正を政

府に求める「意見の申出」を行

い、人事委員会も、「国の法整備

の動向に留意しつつ、適切に対

応」としていることから、国に遅

れることなく対応するよう求め

る。 

・今後、国の動向を踏まえ、本県におい

ても制度改正を実施する場合は、詳

細を改めて説明する。 

技能労務職 

・技能労務職の給与独自課題につい

ては、別途交渉してきた経緯があ

る。本年もこれまでどおり、団体

交渉で決着するのが基本と考え

る。 

・技能労務職の給与の取扱いについて

は、労使交渉で労使合意の下決定す

ることが基本であり、これまでから

そのように対応してきた。今期にお

いてもそのように対応したいと考え

ている。 

総括 

・我々の要求について十分に検討を

行い、合意できる案を示すよう最

大限の努力を要請する。 

 

 

 

 


